
（１）新一般廃棄物最終処分場の候補地選定方法（案）について  

 

①新一般廃棄物最終処分場の候補地選定の進め方について 

 

 市で候補地選定を進めるにあたり、「新一般廃棄物最終処分場候補地

選定委員会」のご意見を伺いながら候補地の絞り込みを行い、最終的に

は市が候補地として１箇所を選定する。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)図上調査による 

候補地の抽出に対する

ご意見 

(ウ)詳細調査の結果

を基にした絞り込み

に対するご意見 
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